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（１）PE 課税の動向  

P/E とは、Permanent Establishment のことであり、「恒久的施設」という意味になる。「みなし事業所」とも言える

が、例えば、非居住者（日本の本社等）が中国でいろいろな経営行為をするとなると、税務当局はこの行為の場

所をP/E（みなしの事業所）と見なし、これに対し税務登記や納税を求める。また、P/Eがあるか無いか（課税対象

取引かどうか）に関わらず、外国法人の行なう各種経営行為を把握しておきたいという意図から、当局は非居住

者（法人・個人共）に中国国内における税務登記義務を課し、課税ベースを広く捕捉することを強化している。  

中国当局は、この「非居住者の税務登録制度」に関する各種通達において、「租税条約の優遇を受けたいので

あれば、非居住者の税務登録をしてください」というスタンスである。例えば、個人所得税で言うと、短期出張者は

183 日未満であれば中国において個人所得税を払わなくてよいとされているが、この「183 日ルール」の適用を求

めるならば、出張者は自ら出張に来たことを登録する必要があると言っているのである。もし租税条約の優遇を

受けられないことになると、中国の税法では「90 日ルール」になっているので、91 日から 182 日までの出張の場合、

この税務登録をしないと中国の国内法に従って税金が課せられることになりかねない。 

また、企業所得税では、「みなし事業所」というのは活動期間が 6 カ月を超えなければ P/E が存在しないと判断

されるが（6 カ月ルール）、これも租税条約に書いてあることであって、中国の国内法だけを見ると P/E については

明確な判断基準はなく、極端なことを言えば 1 日の出張であっても P/E と認定される可能性がある。 

登録方法や様式については所轄各市や税務局のホームページに様式が掲載されているが、実際のところ、税

務局の動きはそれほど進んでおらず、中央からの通達により形式は整えているが、例えば外国からの納税送金

を受けつける専用口座を設置する等の対策はとられてなく、担当官も広く一般に登録を呼び掛けるキャンペーン

のようなことは、今のところ行なっていない。このような状況において我々がどの程度応じるべきかという判断は

難しいが、90 日超 183 日未満の出張者が二桁になる法人については、さすがに目立ってくるため注意が必要に

なると思われる。また、P/E 課税調査は個別、散発的に実施されているため、登録をしていないがために、調査に

おいて不利な立場にたたされることは間違いなく、そのリスクを念頭において判断する必要がある。 

 

（２）P/E の課税原則 

P/E 課税で考慮すべき税金は、①企業所得税 ②営業税 ③個人所得税がある。 

  営業税については、例えば技術指導者が中国に来て、その対価を日本に払うという場合、その「指導料」を

P/E の収入とみて、これに営業税（5％）がかかる。営業税は、役務提供地点、すなわち中国において、その活動

が 6 カ月を超える、超えないに関わらず（P/E の有無に関係なく）、納税義務が発生する。 

企業所得税については、P/E があると判断された場合は、中国の国内源泉所得について利益をベースに課

税され、P/E なしと判断されれば課税はない。P/E ありと判断された場合の企業所得税は、日本の企業が中国

に有する P/E(みなしの事業所)の収入に「みなし利益率」をかけて利益の金額を確定し、それに企業所得税率

（25%）を掛けて計算、納税する。「みなし利益率」は、過去は 10％という低い水準も認められていたが、最近は通
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達により 15％から 40％の範囲で決定され、多くのケースでは 30％前後とされている。 

個人所得税については、例えば、複数のプロジェクトがあり、それぞれ別個に契約を結び、且つ派遣される技

術者個々人の出張日数は暦年 183 日を超えず、且つ各プロジェクトの期間が半年を超えない（P/E がない）とな

れば、中国での個人所得税は発生しない。しかし、単一のプロジェクトを複数の技術者が担当し、その期間が６

カ月を超えるとなると、税務局は各人の行為を一連の作業と見なし P/E があると判断する。そうすると、個々人

の中国作業日数が 183 日を超えていなくても、個人の所得（給与等）に対し「所得税」の納税義務が中国で発生

する。調査を受けて「P/E がある」とされたときに、税負担に大きく差が出るのがこの個人所得税である。 

 

（３）駐在員事務所 ～課税事務所の拡大と法人化 

本来、駐在員事務所は本部(日本)の生産する商品等に関して、中国における市場情報の収集、提供及びそ

の他の補助的活動にのみ従事するため、租税協定の P/E 認定の例外に該当し、非課税が原則である。しかし

現実には、駐在員事務所の職員が本社の代理として売買契約書に署名したり、研究活動に参画したり、または

本部以外の企業（グループ企業）のために経済行為を行なったりすれば P/E と認定され、実際収入課税、経費

課税、推定利益率課税のいずれかの方式で課税される。2010年には国税が「原則免税、課税活動あれば課税」

から「原則課税、免税は別途申請」へ方針転換する旨の通達を公布した。また、推定利益率は 10%から 15%以上

にまで引き上げられている。駐在員事務所代表（外国籍駐在員）の人数制限（登録４人まで）等の影響もあり、現

在では法人へ転換する会社が増えている。 

駐在員事務所を閉鎖するには、納税登記を抹消しなければならず、そのためには税務当局の調査を受ける

のが常である。だいたい 3年を基準にして、5年ぐらいまでを調査してくるので、そういう意味では、駐在員事務所

を閉鎖する際は過去3年の納税状況、特に個人所得税の計算漏れ等がないか確認した上で、閉鎖を進めていく

ようにしたい。駐在員事務所は 3 年ほど残しておいて、事業法人を別途設立し、駐在員事務所の経費をいくらか

発生させながら、3 年後に閉鎖を進めるというのも一つの選択肢である。 

 

（４）出向者の P/E 課税 

日本の会社が、出向者の日本払給料を現地につけ替えないでそのまま負担することにより、P/E の問題が発

生することがある。これは日本の本社が出向者の給料の何割かを負担することによって、その職員の活動は現

地法人の仕事だけではなく、本社から何らかの命を受け本社のための活動もしているとみなされてしまうことで、

出向者のP/Eがあると判断するものだ。もともとこれでP/Eと判断するのは無理があるが、今のところリスクがあ

ることは確かなので、その対策として、下記に挙げているような「中国子会社の独立性」を示すための必要条件

を、形式的にせよ整えておいた方がよい。 

 ① 子会社の要請に基づく親会社からの人員派遣 

 ② 派遣者と子会社との雇用関係の存在 

 ③ 子会社の当該派遣者に対する指揮命令権の保持 

 ④ 派遣者による行為の責任とリスクの子会社への帰属 

 

（５）P/E リスクのまとめ 

P/E のリスクはゼロにすることはできないので、どこまでは受け入れることができるというラインを決めて、その

中である程度はリスクを取りながら、登録をしたり、契約の形式を整えたりして対策を取るしかない。判断基準は、

時代や場所によって変わってくるので、いろいろなネットワークを張って情報収集を常にしておく必要がある。ま

た、課税されることになったとしても、みなし利益率ではなく、プロジェクト計算をしっかりとしておき、実際利益に

基づく課税をするよう当局と交渉されたい。 

上海衆逸企業管理諮詢有限公司 

(上海ユナイテッド アチーブメント コンサルティング) 

執行董事 鈴木康伸（日本国公認会計士） 
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【【【【経済経済経済経済】】】】 

◆◆◆◆人人人人民民民民銀行第銀行第銀行第銀行第 2222 四半期景況感四半期景況感四半期景況感四半期景況感アンケートアンケートアンケートアンケート    物価満足度物価満足度物価満足度物価満足度はははは低下低下低下低下    景気減速懸念景気減速懸念景気減速懸念景気減速懸念はははは一段一段一段一段とととと高高高高ままままるるるる    

人民銀行は 19 日、都市部預金者、企業、金融機関を対象とした 2012 年第 2 四半期景況感アンケート調査結果

を発表した。預金者の物価満足度指数は、前年同期比 1.4 ポイント上昇したものの、前期比 1.5 ポイント下落して

18.2 となった。「物価が高すぎて受入れ難い」と感じた預金者の割合は前期比+2.8 ポイントの 65.7%に達し、「第 3 四

半期も物価上昇が続く」と予測した預金者の割合は同+4.2 ポイントの 35.6%となった。不動産価格についても、「高

すぎて受入れ難い」と回答した預金者の割合が前期比+0.8 ポイントの 68.5%となり、依然として高い水準に留まって

いる。一方、「消費を優先する」と回答した預金者の割合は前期比+1.8 ポイントの 19.3%と、消費意欲はやや回復し

たものの、80.7%の人が貯蓄（うち、預金優先 47.2%、投資優先 33.5%）を優先している。企業経営者のマクロ経済景

況感指数は前期比▲1.9 ポイントの 37.3 と、4 期連続で景況感の分岐点となる 50 を下回った。銀行経営者の同指

数も引続き低下し、前期比▲6.4 ポイントの 33.6 となった。景気減速を懸念し、足元と今年第 3 四半期の景気が「冷

え気味」と予測した銀行経営者の割合は、それぞれ前期比+9.4 ポイント、+9.5 ポイントの、38.9%、32.1%に上る。な

お、今後の金融政策については、「現状維持」との予測が前期比▲3.9 ポイントの 58.3%、「緩和に向かう」との予測

が同+11.1 ポイントの 32.4%となり、金融緩和への期待が高まっている。 

    

◆◆◆◆統計局統計局統計局統計局    過去過去過去過去 11110000 年年年年のののの経済発展実績経済発展実績経済発展実績経済発展実績をををを総括総括総括総括    

国家統計局長は 18 日、同局のウェブサイト上で、過去 10 年における中国経済発展の実績を纏めた文書を発表し

た。中国は 2002 年以来、著しい経済発展の実現と共に、経済発展方式の転換、国民生活の改善等において着実

に成果を上げたとする一方、従来の高度成長の優位性の弱化、経済成長に伴う資源と環境の制約増大、収入格

差の拡大、革新能力の不足、地域間発展の不均衡等を問題点として指摘した。また、2011 年の中国都市部と農

村部のエンゲル係数がそれぞれ 36.3%、40.4%であったとし、2002 年の水準より 1.4 ポイント、5.8 ポイント低下し、国

民生活の裕福度の上昇を表しているとした。因みに、日本の総務省統計局の発表によると、2011年の日本の総世

帯のエンゲル係数は 23.6%となっている。 
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（資料）中国外貨取引センター、中国人民銀行、上海証券取引所資料より三菱東京 UFJ 銀行国際業務部作成 

 

 

先週の中国人民元は 6.36 で寄りついた。対米ドル基準値は前週末比元高水準となる 6.30台での設定が続き、日中取引にお

いても 6.35台を中心とした堅調推移が続いた。しかし、21 日に発表された HSBC6 月製造業景況指数が景気の分岐である 50

を8ヶ月連続で下回ったことが嫌気されると軟化。翌22日に休場を控えるなか基準値6.304から0.98%の乖離となる6.3659まで

下落して越週した。0.98%の乖離幅は変動許容幅が 1%へ拡大されて以降最大。欧州債務問題への懸念が強まるなか、人民元も

市場のリスク許容度の低下を反映し軟調推移が続いている。だが、基準値の水準が示すように中国人民銀行は特段元安誘導

を志向しているわけでもないようだ。今週も欧州債務問題への懸念を背景に軟調推移となろうが下値は限定的とみている。 

（6 月25日作成） （市場企画部市場ソリューション室 グローバルマーケットサーチ） 

 

人人人人    民民民民    元元元元    のののの    動動動動    きききき    

RMB RMB RMB RMB レビューレビューレビューレビュー＆＆＆＆アウトルックアウトルックアウトルックアウトルック    

当資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、何らかの行動を勧誘するものではありません。ご利用に関しては、すべてお客様御自身でご判断下

さいますよう、宜しくお願い申し上げます。当資料は信頼できると思われる情報に基づいて作成されていますが、当行はその正確性を保証するものではありま

せん。内容は予告なしに変更することがありますので、予めご了承下さい。また、当資料は著作物であり、著作権法により保護されております。 

【【【【貿易貿易貿易貿易・・・・投資投資投資投資】】】】    

◆◆◆◆2012201220122012 年年年年「「「「企業賃上企業賃上企業賃上企業賃上げげげげガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン」」」」11111111 地域地域地域地域のののの賃上賃上賃上賃上げげげげ基準基準基準基準はははは前年比前年比前年比前年比+14%+14%+14%+14%    

6 月 18 日までに、11 の省・直轄市・自治区が

2012 年企業賃上げガイドラインを発表した。

11 地域の今年の賃上げ率は、基準で前年度

比+14%前後、上限で同+20%前後、下限で同

+5%前後（寧夏を除く）に設定された。企業賃

上げガイドラインとは、各地方政府の人力資

源・社会保障部が、経済成長、物価水準、失

業率等を勘案し、企業に対して示す賃上げ指

標で、基準・上限・下限の 3 ラインが提示され

る。法的強制力はないが、企業は自社の業

績・支払い能力を踏まえ、同ガイドラインを目

安に当該年度の賃金上昇率を調整する他、

労使交渉の際のベースともなる。今回の賃上

げ率を見ると、基準ラインは新彊ウイグル自

治区と天津市が最も高く+16%、次いで河北省・ 

山西省・山東省が+15%、寧夏+14%、陝西省・四川省+13%、青海省・上海市+12%、北京市+11.5%の順となっており、

今年度も各地で一定額の賃上げが実施される見込み。一方、賃上げ率を前年比で見ると、昨年ガイドラインを発

表しなかった四川省を除く 10 地域のうち、河北省・山西省・陝西省・青海省・上海市の 5 地域が前年を下回る水

準に設定し、その他 5 地域は前年と同水準に据え置いた。前年を上回ったのは北京市のみに留まっており、賃金

上昇の伸び率の縮小傾向が窺われた。 
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